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公 告 

令和５年９月２８日 

広島高速道路公社の高速道路に係る料金の徴収施設及びその付近

における車両の一時停止その他の車両の通行方法について、道路整

備特別措置法（昭和３１年法律第７号）第２４条第４項の規定によ

り公告します。 

広島高速道路公社 

理事長    熊 谷  銳 

広島高速道路公社（以下「公社」という。）は、道路整備特別措

置法（昭和３１年法律第７号。以下「法」という。）第２４条第３

項の規定に基づき、公社の高速道路に係る料金の徴収施設及びその

付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を次のように

定める。 

なお、平成１８年９月１３日付け国道有第６７号で認可を受けた

「広島高速道路公社の高速道路に係る料金の徴収施設及びその付近

における車両の一時停止その他の車両の通行方法」については廃止

する。 

（適用） 

第１条 法第２４条第１項の規定における運転者が通行させる自動

車その他の車両（以下「通行車両」という。）は、この通行方法

に従って公社の高速道路の料金の徴収施設及びその付近を通行し

なければならない。 

（定義） 

第２条 この通行方法における用語の意義は、法及び道路整備特別

措置法施行規則（昭和３１年建設省令第１８号）第１３条に定め

るところによる。 

（料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法） 

第３条 料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法は、

次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 通行車両は、確実に係員が料金の収受を行うことができる程

度に当該係員が当該収受を行う場所に近接した場所（停止すべ 

き場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表 

示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所）で停止しな 

ければならない。 

⑵ 通行車両は、料金の収受後に当該係員が発進を承諾するまで

の間は発進してはならない。 

（通行券の交付を行う一般専用有人施設における通行方法） 

第４条 通行券の交付を行う一般専用有人施設における通行方法は、

次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 通行車両は、確実に係員が通行券の交付を行うことができる

程度に当該係員が当該交付を行う場所に近接した場所（停止す

べき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による

表示がある場合には、当該指示又は表示に係わる場所）で停止

しなければならない。 

⑵ 通行車両は、通行券の交付後に当該係員が発進を承諾するま

での間は発進してはならない。 

（通行券の確認を行う一般専用有人施設における通行方法） 

第５条 通行券の確認を行う一般専用有人施設における通行方法は、

次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 通行車両は、確実に係員が通行券の確認を行うことができる

程度に当該係員が当該確認を行う場所に近接した場所（停止す

べき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法によ

る表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所）で停

止しなければならない。 

⑵ 通行車両は、通行券の確認後に当該係員が発進を承諾するま

での間は発進してはならない。 

（通行券の交付を行う一般専用機械式施設における通行方法） 

第６条 通行券の交付を行う一般専用機械式施設における通行方法

は、次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 通行車両は、確実に料金収受機等により通行券の交付を行う

ことができる程度に料金収受機等に近接した場所で停止しなけ

ればならない。 

⑵ 通行車両は、通行券の交付後に開閉棒等の表示に従って通行

しなければならない。 

（ＥＴＣ専用施設における通行方法） 

第７条 ＥＴＣ専用施設における通行方法は、次の各号に定めると

おりとする。 

⑴ 標識その他の方法によって徐行し又は停止すべき旨が表示さ

れている施設においては、ＥＴＣ通行車は、当該表示に従って

通行しなければならない。 
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⑵ ＥＴＣ通行車以外の通行車両は、ＥＴＣ専用施設を通過して

はならない。 

（ＥＴＣ・一般共通有人施設における通行方法） 

第８条 ＥＴＣ・一般共通有人施設における通行方法は、次の各号

に定めるとおりとする。 

⑴ ＥＴＣ通行車は、係員による徐行し又は停止すべき旨の指示

がある場合には、当該指示に従って、標識その他の方法による

徐行し又は停止すべき旨の表示がある場合には当該表示に従っ

て、通行しなければならない。 

⑵ ＥＴＣ通行車以外の通行車両は、第３条から第５条までに掲

げる施設の区分に応じて該当する各条に定める通行方法により、

通行しなければならない。 

（ＥＴＣ・一般共通機械式施設における通行方法） 

第９条 ＥＴＣ・一般共通機械式施設における通行方法は、次の各

号に定めるとおりとする。 

⑴ ＥＴＣ通行車は、標識その他の方法による徐行し又は停止す

べき旨の表示に従って、通行しなければならない。 

⑵ ＥＴＣ通行車以外の通行車両は、第６条に定める通行方法に

より、通行しなければならない。 

（閉鎖施設の通過の禁止） 

第１０条 通行車両は、閉鎖施設を通過してはならない。 

 

 


